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くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ジチタイアド（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。
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 第34回熊本県シルバー作品展出品募集  

  期  【展示期間】8月30日（火）～9月4日
（日）  場  【展示場所】県立美術館分館
（中央区千葉城町2-18）  内  【部門】日
本画、洋画、写真、書、彫刻、工芸 ※各
部門の金賞・銀賞受賞作品は、2023
年開催の「ねんりんピックえひめ
2023」に出品予定  対  県内に住む60
歳以上（令和5年4月1日時点）のアマ
チュアの方(1人1部門1点。2部門ま
で)  費  【出品料】1点1,000円  申  4月1
日～6月24日までに申込用紙に必要
事項を記入し、（一財）熊本さわやか長
寿財団（☎354-3083）へ
  （高齢福祉課　☎328-2963）

 「福祉のお仕事」出張相談会  
  期   場  4月4日（月）：市庁舎1階エレ
ベーター前／14日（木）：イオンモー
ル熊本1階インフォメーション裏（上
益城郡嘉島町）／19日（火）：ゆめタウ
ン光の森2階THE SHOP TK前（菊池
郡菊陽町）／22日（金）：ゆめタウンは
ません2階アカチャンホンポ前（熊本
市南区）  時  午前10時半～午後1時  
 内  保育士、介護職、支援員の仕事につ
いての相談窓口  申  要事前予約
詳しくは、熊本県福祉人材・研修セ
ンター（☎322-8077）へ。
  （保育幼稚園課　☎328-2568）

 発達障がいに関する出張相談  　無料　 

  日  西区:4月14日（木）午前10時～午
後1時  場  区役所  対  発達障がいでお
悩みの小学生以上の方と家族  申  電話
ま た は ホ ー ム ペ ー ジ（https://
kumamoto-minawa.com/）で発達
障がい者支援センター「みなわ」（☎
366-1919）へ
（子ども発達支援センター　☎366-8240）

 精神保健家族教室  
  日  4月16日（土）午後1時半～  場  西
部公民館2階A会議室  題  「家族がつな
がってみんなが笑顔で元気になるこ
とです」  師  宮田 喜代志さん（熊本市
心の障がい者家族会会長）  対  市内に
住む精神障がいのある方と家族（入院
患者の家族も可）  定  30人  申  当日直
接会場へ
  （精神保健福祉室　☎361-2293）

子育て等に関するおしらせ

　
詳しくは、市ホームページへ。
  (子ども政策課　☎328-2156)

 令和4年度後期高齢者医療保険料 
■保険料の算定
均等割額：54,000円、所得割率：10.26％
保険料の上限額は：66万円

■保険料の軽減措置
【所得が低い方の軽減】
世帯（被保険者と世帯主）の総所得金額等（※1）の合計額が

詳しくは、区役所区民課へ。  （国保年金課　☎328-2290）

保険料額保険料額
（年額）

※上限：年額66万円

均等割額均等割額
（被保険者1人当たり）

54,000円

所得割額所得割額
〔総所得金額等－43万円（基礎控除）〕

×所得割率　10.26％
＝ ＋

※合計所得金額に応じて基礎控除額が逓減し、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。

※1　均等割の軽減判定についての総所得金額
等は、専従者控除や譲渡所得特別控除の適
用前になります。また、年金所得について
は15万円を控除した額で判定します。

※2　「給与・年金所得者数」とは、給与収入が
55万円超または年金収入が125万円超
（65歳以上の場合。65歳未満の場合は年金
収入が60万円超）の方の合計人数です。

「基礎控除額（43万円）」 ＋ 
を超えない世帯

「10万円×（給与・年金所得者数（※2）－1）」  ➡  保険料の均等割額を7割軽減

「基礎控除額（43万円）」 ＋ 
を超えない世帯

「28万5千円×世帯の被保険者数＋
10万円×（給与・年金所得者数（※2）－1）」  ➡  保険料の均等割額を5割軽減

「基礎控除額（43万円）」 ＋ 
を超えない世帯

「52万円×世帯の被保険者数＋
10万円×（給与・年金所得者数（※2）－1）」 ➡  保険料の均等割額を2割軽減

令和4年度 新規事業
多子・多胎世帯子育て支援事業
内容  第3子以降または多胎（双子、三つ子など）を持つ世帯を対象に、本市が実施する子

育て支援サービスに利用できる利用券15,000円/年 分を交付
  【利用券が使用できる子育て支援サービス】
  ①病児病後時保育事業②ファミリーサポートセンター事業
  ③一時預かり事業④産後ホームヘルプサービス事業
  ⑤子育て短期支援事業⑥産後ケア事業
対象  ① 市内に住む第3子以降または多胎の3歳未満で、保育所等（認可外

含む）を利用せず在宅で育児している保護者であること
  ② 世帯員の市民税所得割額の合計額が301,000円未満であること
産婦健康診査助成
内容  産後2週間から1か月程度の産婦に対する健康診査への助成
  1回の出産につき1回まで（上限5,000円）
対象  令和4年4月1日以降の産婦健康診査受診日に本市に住む産後8週未

満の産婦

（令和4年4月
公開予定）

（令和4年4月
公開予定）

事業内容変更
産後ケア事業
内容  出産後に育児の不安がある母親等へ助産師等

によるサポートを実施（宿泊または日帰り）
  ※ 新たに日帰りでの利用で、長時間型（3時間

～5時間程度）と短時間型（3時間以内）を選
べるようになりました。

対象  市内に住む産後1年未満の母親と赤ちゃん
特定不妊治療費助成（体外受精および顕微授精）
内容  令和4年4月からの特定不妊治療の保険適用に

伴い、年度をまたぐ1回の治療費の一部を助成
対象  令和4年3月31日以前に開始され、令和4年4

月1日から令和5年3月31日までの間に終了し
た治療

（令和4年4月
公開予定）


